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開議 午後 １時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） 皆さん、こんにちは。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は30名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（植木弘行君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 若 松 東 征 君 

○議長（植木弘行君） 初めに、23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 皆さん、こんにちは。 

  先ほどまで中学校の卒業式に出席していまして、

まだ感動が冷めやらないということで、涙がこの

辺に潤んでおります。感動的な卒業式を目の前で

見てきまして、ああ、今の子どもたちも一生懸命

真剣にやっているんだなということを実感して、

ただいまこの議場に来たところでございます。 

  質問に入ります前に、栗川市長、市政運営方針

の中に６点ほどあるのかなと思います。合併、４

年が過ぎ、人もできたのかなと思います。 

  私も旧黒磯市に商売に入って30年ちょっとたち

ますけれども、その中で私の持っているものは夢

ということで、夢を背中にしょってずっとやって

きたわけでございます。 

  その中で、市長の中に、施政方針の中にある夢

を持って働けるまちづくり、これはすごいなと思

いました。その中にいろいろと随分夢が本当に実

現されるかどうかわかりませんけれども、商工業

の振興、それから市街地再生開発事業や黒磯駅前

活性化事業ということ、また中小企業、金融の事

業等、もう一つ、ここにちょっと関心を持ったん

ですけれども、観光の振興ではということで、こ

れを本当に実現されてくれたらいいなと思います。 

  地産地消や新たな商品の創出、地域ブランド化

ということで、検討を進めてまいりますというこ

とが書いてあります。ぜひ検討ばかりじゃなくて、

実践に向けて那須塩原市が日本全体に向けて発展

されることを願いながら、私の一般質問に入らせ

ていただきます。 

  きょうは、大きな１、２と３番目まであります。

その中で、１のとちぎの元気な森づくり事業につ

いてお伺いいたします。 

  水源の涵養や県土の保全、地球温暖化への貢献

など、多様な公益的機能を有する森林を県民全体

の理解と協力の下に守り育て、元気な森を次の世

代に引き継いでいく目的で、平成20年度からとち

ぎの元気な森づくり県民税が導入され、とちぎの

元気な森づくり事業が進められています。本市の

取り組みについて、次の３つの事業についてお伺

いいたします。 

  ①について、奥山林の整備は県が主体に実施し

ますが、里山林については市町村が取り組み、県

が補助する仕組みです。里山整備に対する住民へ

のＰＲはどのようになされたか。また、本市の本

年度取り組まれる事業、また20年度にもし事業が

実施されたら、その辺も答弁願います。 
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  ②本市の通学路や住宅周辺の安全・安心を確保

するための平成21年度里山林整備事業についても

お伺いいたします。 

  ③本市の野生獣被害軽減のための緩衝帯として

の平成21年度の里山林整備事業についてお伺いい

たします。 

  第１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君の質問に

対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 初めに、とちぎ

の元気な森づくり事業についてお答えいたします。 

  ①の里山林の整備に対する住民へのＰＲはどの

ようになされているかということについては、新

規事業を実施するに当たり、広く市民への周知が

必要でありましたので、事業開始前の平成19年10

月に、とちぎの元気な森づくり県民税パンフレッ

トを全戸配布を行いました。 

  同時に、11月５日発行の市広報にも掲載し、さ

らに、特に野生獣被害の予想される高林地区、塩

原地区、箒根地区につきましては、昨年の９月に

地元説明会を開催いたしました。 

  また、本市の里山林整備計画については、明る

く安全な里山林の整備として、将来まで守り育て

る栃木の里山林の整備、通学路等の安全・安心を

確保する里山林整備、野生獣被害を軽減する緩衝

帯としての里山林整備を柱に、森づくり活動支援

や森林の大切さの理解促進などの事業を予定して

おります。 

  次に、②の平成21年度通学路周辺の安全・安心

を確保する里山林整備事業については、市内の小

中学校へ整備要望調査を行っておりますので、要

望が出ている箇所について、現地の状況調査、山

林所有者の意向確認、そして整備後には維持管理

が必要となり、これに伴う管理団体の組織化等を

進めることになりますので、これらの条件が整っ

たところから順次整備を行ってまいります。 

  ③の平成21年度野生獣被害軽減のための緩衝帯

としての里山林整備事業については、既に被害に

関するアンケートを実施しておりますので、地元

の意見や要望を踏まえながら、具体的な整備に向

けた取り組みの中でこれらを反映させて整備を行

ってまいります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 丁寧な答弁ありがとうご

ざいました。 

  新しい事業ということで、なかなかスタートす

るのには大変だと思うんですけれども、20年度は

とちぎの元気な森づくり県民市民税交付金事業と

いうことで、実施についてということで、ある程

度県で予算がとれたと思いますね。 

  その中で、市の方では20年度でできた予算につ

いては事業などはやらなかったかどうか、やった

のか、その報告がもしありましたら、よろしくお

願いします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 20年度で実施し

た事業、または予定している事業ということでご

ざいますが、具体的には通学路関係につきまして

は、東原小学校関係の付近にあります通学路整備、

山林等の刈り払い等でございますが、これ。それ

から鍋掛小学校、それから獣害軽減のための里山

林整備につきましては、木の俣地区、それから板

室本村地区を予定してございます。一部完了した

ところもございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 20年度には東原小、鍋小

と木の俣ということで答弁をいただきました。 

－231－ 



  その20年度の事業についての県から市に委託さ

れた補助金というんですか、その辺は幾らぐらい

出たのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） これは全体終わ

っていないのではっきりした数字ではございませ

んが、交付金として20年度は600万円ほど県の方

から交付される予定になっております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） はい、わかりました。そ

うすると、１、２、３と関連があるので、同時に

２回目の質問に入らせていただきたいんですけれ

ども、20年度に600万ということで、これはまだ

事業をやっているのと、またその事業が完了して

いないという、今、部長の答弁がありましたけれ

ども、１点だけ②の件でちょっと質問したいんで

すけれども、通学路や住宅資源の安全・安心の確

保のためということで、これに対しては先ほどの

枝払いとか、また明るくするための環境整備に使

っていると思うんですけれども、その辺はどのよ

うな作業実施がされたのか。またそこに対する作

業される方々、それはどういうふうな方で組織を

されているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） これにつきまし

ては通学路関係だと思うんですが、通学路につい

ては片側50メートルの範囲、両側ですと100メー

トルになりますが、やぶ化したものを刈り払って、

見通しのよい山林にするということで、当初、最

初は除伐とかそういうものがあるものですから、

森林組合等に委託して、その中で最初は刈り払い

を行うというようなことでございまして、今後そ

れ以降はそれぞれ組織した団体が継続して行って

いくということで、それらに伴います樹木につい

ては、10年間はそれらの森林については伐採はし

てはいけないというふうなな縛りがございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 50メートル、10メートル

の区間ということで10年間、資料の方でもそうい

うふうな形になっていると思います。 

  それで、もう１回お聞きしたいんですけれども、

20年度が那須塩原市に補助金という形で来たのが

600万ということなんですけれども、平成20年度、

元気な森づくり推進市町村交付金事業実施予定と

いうことで、ちょっと私の方の手元にあるんです

が、那須塩原市では750万ということになってい

るんですけれども、これは事業内容をつかんだか

どうかわからないですけれども、事業の内容とし

ては塩野崎地区内、森と親しむ体験活動実施等な

んて出ていますね。 

  それで、ちょっと疑問点があったのは、お隣の

大田原市が、人口も少なく、面積はちょっとどの

ぐらいなのかなと思うんですけれども、大田原市

は1,856万5,000円という補助金が出ているんです

よね。その辺がどういう形の中でこういう補助金

の差が出てくるんだか、またこちらの方から事業

の要望に従って出るのかどうか、その辺がもしわ

かりましたらお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 先ほどの600万

というのは、この元気な森づくり事業は大きく分

けますと３つに分かれているんですが、１つは奥

山林、もう1つは里山林、もう１つはいわゆる人

づくり、森をはぐくむ人づくりということで、先

ほど私が答えましたのは里山林の部分ということ

で、今、議員ご指摘の人づくりの部分については、

ちょっと答弁しませんでしたので、これについて

は150万やっております。これについては次の質
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問の中でお答えしようと思っていたわけなんです

けれども、一応そういうことでやってございます。 

  それから、大田原市と本市の場合でございます

が、大田原市の場合にはどうしても黒羽地域とい

う部分を抱えてございますので、人口云々じゃな

くて、やはり山の部分ということがございまして、

大きいのではないかと予想してございます。詳し

くは存じません。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） わかりました。先ほどの

予算の件で、那須塩原市もかなり山を抱えている

のかななんて思ったものですから。 

  それと、あと通学路の周辺ということで、先ほ

ど答弁の中でいただきましたけれども、もっと通

学路に対しては困っている地域の方、また生徒が

いるのかなと思うので、先ほど広報とかパンフレ

ットとかということで出たんですけれども、その

アンケートの中とか、また要望とかという形の中

でもう少し地域性が出て、こういうところもやっ

てほしいなということはあったのかどうか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 学校等に対しま

しても聞き取りをいたしまして、小学校で10校要

望が出まして、中学校が５校ということで、今後、

次年度以降順次それらについて整備していきたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） はい、わかりました。小

学校10校、中学校５校ということなんですけれど

も、これはもうはっきりしていると思うんですけ

れども、もしできましたら、要望が出た通学路が

もしわかりましたら、私の方にもちょっと要望が

出ているもので、それと重なっているかどうかち

ょっと調べてみたいんで、答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 小学校関係では

稲村小学校、埼玉小学校、共英小学校、鍋掛小学

校、波立小学校、穴沢小学校、東小学校、関谷小

学校、横林小学校、塩原小学校、中学校では高林

中学校、三島中学校、西那須野中学校、箒根中学

校、塩原中学校、以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） その中に１点ぐらい入っ

ているのかなと思うので、また地元と、これは詰

めてみたいと思います。わかりました。 

  それと、あと③の野生鳥獣被害軽減ということ

であるんですけれども、これは前の議会で室井俊

吾さんの質問がありましたけれども、議案書の質

疑ですね。説明に対して、柵とか、そういうもの

の中にもこの予算が入っているのかどうか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） これはあくまで

も森林整備ということを目的としてございますの

で、それらの整備というものは入ってございませ

ん。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） わかりました、じゃ別と

いう予算でいいんですね。わかりました。 

  そうすると、１については納得がいきました。 

  ２も今後21年度の事業で10校、５校ということ

で小中学校15校ですね、整備をということであり

がたく思っています。 

  きょうの新聞かなと思うんですけれども、たま

たまイノシシが今まで出たことのないようなとこ

ろに出たなんという新聞報道がありまして、そう
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いうものもなかなかこれから大変なのかなと思う

ので、その辺も地域等の住民との交流をしながら、

この事業を進めていっていただきたいと思います。 

  １の元気な森事業については、これで了解いた

しました。 

  ２の森をはぐくむ人づくり事業についてお伺い

いたします。 

  森をはぐくむ人づくり事業については、将来を

担う子どもたちに間伐材を使用した机やいす等を

提供し、木を使うことを通し、木材のよさ、ひい

ては森林整備の必要性について理解を深め、次代

を担う子どもたちへ森林の大切さを理解促進させ、

森林環境学習を推進する事業と聞いています。 

  本市が行う森をはぐくむ事業について、４つの

事業についてお伺いいたします。 

  ①みんなの元気な森づくり事業について、本市

はどのよう取り組まれるのか、お伺いいたします。 

  ②森林環境学習支援事業について、本市の事業

計画をお伺いいたします。 

  ③木の香る環境づくり支援事業について、本市

の計画と取り組みについて状況をお伺いいたしま

す。 

  ④特色ある緑豊かな地域推進事業について、本

市の取り組みについてお伺いいたします。 

  ４点について答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） ２番目の森をは

ぐくむ人づくり事業についてお答えいたします。 

  ①のみんなの元気な森づくり支援事業の取り組

み、②の森林環境学習支援事業の計画、③の木の

香る環境づくり支援事業の計画と取り組み状況に

ついては、関連がありますので、一括してお答え

いたします。 

  事業内容は、植栽や枝打ちなどを体験できる林

業体験教室などの開催、里山林整備により発生し

た間伐材をチップ化し、学校林などの観察路に敷

いて有効利用をすることや、木工工作コンクール

を開催して、子どもたちに木に親しむ機会を設け

るなど、これらの事業を通して森林環境保全意識

を高め、森の大切さについて理解促進を図りなが

ら、森をはぐくむ人づくりに努めてまいりたいと

考えております。 

  続きまして、④の特色ある緑豊かな地域推進事

業につきましては、県の特認事業となっておりま

すので、本市の特色などを生かせる事業があれば

検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ２回目の質問に入らせて

いただきます。 

  森をはぐくむ人づくり事業についての①につい

て、先ほど答弁をいただきましたけれども、元気

な森づくり推進事業、市町村交付金事業と県の方

での当初予算の概要ですか、そんなのが私の手元

にあるんですけれども、この２億3,500万円とい

うことで出ているんですけれども、その中のかな

り少ない数字で来ているのかなと思うんですけれ

ども、これは細かく分けて、21年度は那須塩原市

に来ていると思うんですけれども、その辺の金額

についてもしわかりましたらお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） これにつきまし

ては、あくまでも予定ということでご了解いただ

きたいと思うんですが、里山林整備関係について

は620万ほど、それから人づくり事業、こちらに

ついては200万円ほど、これらを予定してござい

ます。合わせますと、820万ほどを予定してござ

います。 

  以上です。 
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○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 予算の方は620万の200万

ということだそうですね。県の方でお聞きすると、

結構予算が余っているかのように私も伺ってきた

んですけれども、そういうことに対して、当那須

塩原市でもいろんな計画なり施策を考えて要望を

出すことも可能なのかなと思うんですけれども、

そういうものに対しては、まだアンケート調査と

かなんかで去年から始まって、今年１年、去年も

実行したみたいなんですけれども、今年２年目に

入るんですけれども、その辺に対してはこういう

ものに対しての元気な森づくり事業についてはど

のように県の方に要望されたのか、もしわかりま

したらお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 今まで説明した

中で、実は県民税関係の中で、本市が取り組んで

いない１つといいますか、なかなか市民の方たち

に理解されない部分がございます。それは将来ま

で守り育てる里山林の整備事業というのがござい

ます。これはおおむね５ヘクタール以上と、ある

程度まとまりのある山林というか、森林を対象と

しているんですが、これについてはある程度場所

を特定した上で、山林所有者等に説明をいたしま

して、ご理解をいただいた上で身近に市民が利用

できるような山林等について、下刈り等、きれい

に整備するようなことでご理解が得られれば、県

の方に、これについては全額県の方の交付金で見

られますので、今後ＰＲをしていきたいと考えて

ございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） そうすると、今、部長か

ら答弁いただきましたけれども、これだけの広い

土地で、森林もあるし、そういう中である程度絞

って、そういうものを所有者と話し合って進めて

いるのかどうか。ある程度市の方でも動かないと、

個人使用者もなかなかそこに参入はされないんじ

ゃないかなと私は思うんですけれども、その点部

長どうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 既に塩原地区の

１カ所については話はしてございます。ただ、い

つから実施という形での同意はもらっておりませ

んので、具体的な地区名につきましては、ちょっ

と控えさせていただきます。 

  そのほかの地区につきましても、今後説明を行

っていきたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 塩原地区では１カ所設定、

内定というのかな、がされたということで、そう

いうものをモデルにして早目に事業を起こすこと

によって、那須塩原市全体が動くのかなと思いま

す。せっかく１人個人700ですか、年間ね。法人

税がその何％か取られるわけでございますから、

そういうものを早く生かすことが一番いいのかな

と思いますし、また県の方でもそういうモデル地

区を早く立ち上げてもらいたいのかなとは私は思

うんです。何事も一番最初にやることは大変なん

ですけれども、ぜひそういう元気な森づくり支援

事業を本市で取り組み、早目に取り組んで、それ

がモデルになるようなことを立ち上げてもらいた

いと思って、これはここで終わります。 

  先ほどの答弁の中にありましたけれども、②の

森林環境学習支援事業についてということなんで

すけれども、これは子どもたちがいろんな形で勉

強にもなるのかなと思うので、この辺についても

もう少し立ち上げた事業計画並びに今年度はこれ

をやりたいとか、また来年度についてはこういう
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ふうに持っていきたいというような計画、または

実効性があるようなお話が聞けたらと思うんです

けれども、その辺の答弁をお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 本市の場合は、

具体的に人づくり事業の中では、かつて黒磯市時

代から木工工作コンクールという歴史的なものが

ございまして、積極的に取り組んでいまして、県

内においても本市の関係する学校から出された作

品が上位を独占しているというふうなことで、既

に取り組んでおりまして、さらに本市独自で田舎

ランド等でも取り組んでおりますので、さらにこ

れらをステップアップするような形で、この事業

で取り組んでいけるような形にしていきたいと思

いますので、関係課とも調整を行いながら、今後

検討していきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 既に取り組んでいる事業

もあるということなんですけれども、森林環境と

いうことで、私の提案なんですけれども、宿泊体

験学習のメープル、そこでも何かこんなことがで

きるのかなと思いますし、そういうものに対して

の間伐材利用とか、製品化とか、ものづくり、ま

た私などボランティアで取り組んでいる事業もあ

るんですけれども、炭を焼いて、それを部屋の中

に入れて、湿度とか環境面にいいというお話も聞

いていますから、そういうものの事業というもの

が、例えば鴫内地区の一つの体験のできる場所と。

また、上塩原地区の今度４月１日からスタートす

るメープルなどで事業が行われたらいいと思うん

ですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 鴫内の田舎ランドにつ

いては、現在もそういう教室を年間事業の中でや

っておりますし、市外からのお客さんも来て交流

もしているという状況であります。 

  ただ、メープルにつきましては、前からお願い

しておりますように、目的がちょっと違いますの

で、なかなかそういう広げた交流といいますか、

そこまで含めてやっていくというのは難しいかと

思っております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 鴫内地区の田舎ランドと

いうことで私も何度か行きましたけれども、何か

見ると、本当に体験するんだか、機械化してそう

いうものでやるんだかというものにちょっと疑問

点があったものですから、それを質問してみたわ

けです。本当の昔からの体験というのがなかなか

なされていないんじゃないかなと。その辺も含め

て子どもたちの学習のためにも、もう少し見直す

点があるのかなと思います。 

  あともう一つ、今言われた宿泊体験施設メープ

ルについても、もう２度か３度ぐらい個人的にも

行っています。多分２階のある部屋では、木工の

何か材料がありまして、私も今度運んでやらなく

ちゃならないんですけれども、本当にお粗末な材

料がありまして、これじゃだめだよということで、

もう少し地域のいろんなことを含めてものづくり

に対して子どもたちに教えたらどうなのかなとい

うことも言ってまいりましたんですけれども、そ

の辺もう一度どうでしょうか。 

  流れが違うとか、こうじゃないとだめだと頭か

ら決めつけないで、子どもの将来性、未来性とい

うものが突然ひらめいてくると思うんですよ。

我々大人が考えているところは、ペーパーで全部

決めつけて、そのラインに乗せるということじゃ

なくて、もう少し発想の転換も考えたらどうなの

かなと思いまして、もう一度お答えをいただきた

いと思います。 
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○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） あの施設は、先ほどか

ら申し上げましたように、不登校対策ということ

で、そしてそういう目的に沿ってやっております。 

  ただ、事業の中身については、いろんなプログ

ラムをつくっておりますし、また昨年10月から試

験的な努力をしておったわけですけれども、その

中でもそういう子どもたちに合った、実際にやっ

てみてこういうものが必要だとか云々という形で、

現在も研究していますし、今、議員おっしゃった

ようなものもどんどんお話をしていただければ、

そういうものも含めて十分検討していきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ありがとうございます。

ぜひ検討して私らも参加して、子どもたちとの夢

を追いかけていきたいなと思っております。 

  ２番についてはこの辺で、要望を踏まえたそう

いうものをつくっていただけたらと思いながら終

わらせていただきます。 

  ③でございますけれども、それも先ほどるる説

明を聞きまして、なかなかスタートしたばかりで

難しいのかなと思いますけれども、すべて栃木県

で去年実施され、税金を納めてスタートしたばか

りだから何をどうしていいかということも、まだ

戸惑いもあると思うんですけれども、いろんなデ

ータの中とか、また皆さんの地域の方の要望とか、

いろんなものを聞きながら立ち上げていってもら

いたいような事業なのかなと、かなり奥の深い事

業なのかなと思います。マスコミ関係でもいろん

な形で環境、環境と騒ぐけれども、その環境に向

けてどのぐらい我々住民が実施していくのかとい

うことも踏まえて、一つの課題としてこういうも

のを取り上げて、いい計画をしていってもらいた

いと思います。 

  次に④ですけれども、先ほど言われたみたいに、

県の事業が主なのかなという形なんですけれども、

私の資料の中では、これも市の事業なのかなと思

うんですよね。 

  元気な森づくり推進事業市町村交付金の事業の

中に５つが含まれていると思って、その５つの中

の最後が特色ある緑豊かな地域事業ということで、

その上に木の香る環境づくり支援事業ということ

で、これも県で予算化はされているんですけれど

も、そういうものを詰めて話していきますと、県

の方のＰＲが悪いんだか、また市町村の方でそれ

に対しての要望が少ないんだかというはざまに立

たされたような気がします。 

  そういうものを調べながら、もう少し味のある

事業について、本市でも取り組んで計画をしてい

ってもらいたいと思うんですけれども、その点は

どうでしょうかね。今年、来年に向けてでも結構

ですけれども、少しずつそういうものを計画性を

出していったらと思うんですけれども、再度お願

いします。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 議員ご提案の木

の香る環境づくりということで、特に黒磯市時代

は教室等の木質化ということで、腰壁を鉄筋コン

クリートの部分を木質化していったと。これは長

い間にわたり、大体の学校で木質化した。保育園

等についてもそのような事業を行ってきたという

ことがございまして、新たな取り組みということ

になると、あとは木質の机、いすを導入するとい

う形になりますけれども、これらについては即と

いう話にはなかなかならない。 

  それからもう一つは、特認事業の関係でござい

ますが、これにつきましては、県の方でもまだこ

ういうものだといいんだよという具体的な事例が

非常に少ないということで、むしろそういう状況
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であれば、こちらから提案するような形で、こう

いう事業を特認事業でできないかというものをい

ろいろ地域からの要望等も踏まえながら、今後検

討してまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 確かに学校に行くと、木

を使った廊下とか、まだ全体的に教室までは行っ

ていないと思うような気もしますけれども、香り

があって子どもたちも落ち着くのかなと思います。

その辺も含めて今後の事業を進めていってもらい

たいと思います。 

  大きな２につきましては、これで終わらせてい

ただきます。 

  ３番の道路整備安全対策についてでございます

が、ちょっと削除をしてもらいたいところがあっ

たものですから。 

  ③ですけれども、旧川西２号線、自転車や歩行

者が利用する跨線橋になっているが、道路幅が狭

くじゃなくて、幅が３メートルあるが、舗装がか

なり悪くなっているという書き足しを忘れまして、

それを訂正願いたいと思います。 

  じゃ、質問に入らせていただきます。 

  総合計画の中に、具体的に施策として生活道路

の整備と交差点の改良が掲げられています。そこ

で市民の安全・安心のために、次の道路の整備、

安全対策について５つほど質問させていただきま

す。 

  ①鍋掛小学校わきの認定外道路については、道

路幅が狭いため、児童の危険性が伴います。この

道路の整備計画についてお伺いいたします。 

  ②東栄仲通り線については、都市計画道路にな

っているが、一部事業されていると思います。そ

の後の実施の見込みがあるのかどうかお伺いいた

します。 

  ③旧川西２号線は自転車や歩行者が利用する跨

線橋になっているが、道路幅が３メートルもあり

ますが、舗装がかなりひどくて、自転車だと歩い

ていてもちょっと厳しいぐらいの状態だと思いま

す。私も現場見てきました、老朽化していて。今

後の整備計画についてお伺いいたします。 

  ④若松団地６差路は朝夕を中心に交差点付近の

渋滞が激しい状況にあります。渋滞対策として、

早急に板室街道に右折レーンをつくる必要がある

と思いますが、計画はどのようになっているかお

伺いいたします。 

  ⑤都市計画道路３・３・２号線について、県道

西那須野那須線から総合グラウンド線までの区間

の整備進捗状況についてお伺いいたします。 

  以上、５点について答弁を求めます。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 23番、若松東征議員の質問

にお答えをいたします。 

  道路の整備、安全対策についてでございますけ

れども、５点につきまして、順次お答えをいたし

ます。 

  ①の鍋掛小学校わきの認定外道路につきまして

は、道路整備計画における位置づけはなく、昨今

の道路財源をめぐる不確定要素や厳しい財政状況

を踏まえますと、まず道路整備基本計画に計上い

たしました路線の確実な整備を優先すべきであり、

現時点においては、認定外道路である当該路線の

整備については考えておりません。 

  しかしながら、鍋掛小学校の通学路として利用

されておる現状などから、安全な通行が確保でき

るよう、道路の維持管理を行ってまいりたいと考

えております。 

  次に、２の東栄仲通り線については、市道とし

て平成11年度から13年度にかけて暫定的に地元要
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望等に配慮しながら道路改良を行ったものであり、

都市計画事業としての事業着手には至っていない

状況にあります。当面は、現在事業に着手をして

おります都市計画道路３・４・１号本郷通りの早

期完成に向けて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、③の市道旧川西２号線の今後の整備計画

についてお答えをいたします。 

  当路線の跨線橋につきましては、昭和50年10月

の完成後、約34年が経過をしておることから、老

朽化いたしておりますが、安全性並びに機能面等

については、大きな支障はないものと考えており

ます。当面大きな改修は考えておりませんが、経

年劣化等による部分的な損傷について修繕を施し

ていきますとともに、定期的な点検を行い、利用

者の安全を図ってまいりたいと考えております。 

  なお、塗装の劣化等につきましては、腐食等の

原因となることから、今後検討してまいります。 

  次に、④の若松団地６差路の渋滞対策について

お答えをいたします。 

  県道黒磯田島線の若松団地６差路の右折レーン

設置については、朝夕の通勤時間帯において慢性

的な軽度な渋滞が発生しておる状況にあり、市と

いたしましては、当該箇所が周辺道路交通網の重

要箇所であることから、昨年道路管理者である県

に渋滞緩和対策としての右折レーンの設置を要望

したところです。今後とも引き続き早期事業化に

向けて要望してまいります。 

  次に、⑤の都市計画道路３・３・２号の黒磯那

須北線につきましては、昨年11月末に道路排水の

ための管渠工事が完了し、舗装工事、区画線設置

工事等を進め、夏ごろには供用開始を予定してい

ると伺っております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ２回目の質問に入らせて

いただきます。 

  １番の鍋掛小学校認定外ということで難しいと

いう答弁であったかと思います。現に市長答弁の

とおり、通学道路になっております。 

  現地点から鍋掛小学校の校門から北那須１号線

までが1,600メートル、１キロちょっとあるんで

すね。1,600メートルということで測ってみまし

た。その間、大体２メーター50から２メーター30

の幅です。そうすると、そこに通う子どもたちが、

中学生もいると思うんですけれども、小学生全体

で40人前後いると思います。それが、朝晩通うわ

けでございます。 

  そうすると、農地と平らなところというのは余

りないんですよね。これから入梅時期、また田ん

ぼの農作業が始まりますと、ほとんどその通学道

路に水がこぼれてきます。あふれてきますね。そ

こを子どもたちが通るんです。そこに子どもたち

が通るときに、じゃどうしたらよけていいんだろ

うというと、子どもたちは高い道路に必死で上が

るんですよ。その現状がずっと続いているわけで

す。 

  それを考えると、市長が言われる市民の目線と

安全・安心というものは、これどこでなるのかな

と思うんです。その辺についてもう少し検討して

もらいたいと思うんですけれども、どうでしょう

か、この安全・安心について。よろしくお願いい

たします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 議員おっしゃるとおり

ですね。現状はそのような状況になるかと思いま

す。 

  ただ、私どももあそこの整備につきましては、

前に地元の自治会等からも要望等が出ておりまし

て、自治会等を通じまして、地権者等の方にも協
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力依頼をしたという例は過去にございます。 

  そういった中におきましては、片側はやはり清

川という川がございまして、あそこの川との段差

が相当あるということ、それと途中の田んぼにお

きましても、要するに北東側がどうしてもがけ地

になっているということもございまして、なかな

か田んぼの方に相当食い込んでしまう。歩道を設

置した形でやりますと、約10メーターでないと今

の大体道路整備ができませんので、今のおっしゃ

ったとおり2.5から2.3ぐらいの歩道でございます

ので、実質的に7.5ぐらい、７メーター近く食い

込んでしまうということもございまして、地権者

の方の理解が一部得られないということもござい

まして、現状になっているというような状況にご

ざいます。 

  我々といたしましては、前にも別の議員さんの

方からご質問等ございまして、そのときに申し上

げましたが、やはり少しでも対処的なものができ

ればそういったことを考えたいというふうに思っ

ております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 建設部長の答弁は重々わ

かるんですけれども、万が一何かあった場合とい

うこともあるんですけれども、地権者からの同意

が得られないということをお聞きしましたから、

これはそうすると、地域で懇談会を開いて、もし

地権者が同意をした場合には何らかの計画という

ものには着手してもらえるのかどうか、もう一度

お答えをお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） ちょっと私の方で言葉

足らずで申しわけございませんが、地権者の方か

ら全部同意もらったから、じゃ、はいそうですか

と、すぐというわけには、先ほど市長が答弁申し

上げましたように、いきません。というのは、や

はり道路整備基本計画というのがございまして、

そういった中で今の整備の順番とかそういったも

のもございますので、先ほど申しましたように、

一部の対処的なものであれば、私どもでは早急に

は考えたいというふうには思っております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 道路整備計画の中で難し

いと思うんですけれども、なかなか自分も歩いて

みると、よく子どもたち、こんな形で車が来ると

よけているんだなという現状は、体で受けとめて

まいりました。 

  ぜひその辺も考えていただいて、安全・安心に

皆平等に権利を持っていると思うんですけれども、

特にあそこはひどいのかなと思うのと、あとどう

いうわけか、あの辺の周辺に新設する家がかなり

ふえているのかなと、そんな形で生徒も少しずつ

ふえているのかなと思うものですから、何か事故

が起きないような対策を練っていただければと思

います。 

  じゃ、１番についてはこれでなるべく考えてい

ただきたいと要望をいたしまして、終わりといた

します。 

  ②番について、先ほど市長から答弁がありまし

たけれども、突然真ん中辺だけが整備されたと。

その先どうなるんだろうと、すぐ真っすぐ向かっ

ていけばバイパスにぶつかるのになという中で、

住宅の中にぽつんと広い道路ができまして、市民

の方にすれば、昔のいろいろのしがらみもあって、

こういうわけでできるんだよと、私どものところ

に要望なりどうなんだという声が多いものですか

ら、なかなか財政でも難しいということなんです

けれども、その辺が何か腑に落ちない市民の方も

いるのかなと思うんですよね。あそこまでつくっ

ておいて、もうちょっとなんだけれども、財政状

況言われると何も言えないんですけれども、何か
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の策がこの先ありましたら、もう一度お尋ねいた

します。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） この都市計画道路につ

きましては、ともに地元要望等がございまして、

先ほど市長の方からもお話ありましたね。11年か

ら13年のころ、あそこの開発等がございまして、

それに伴っての買い取り要求等ございまして、暫

定的にあそこを道路改良を行ったところでござい

まして、都市計画道路事業としての事業着手に至

ったわけではないというふうな状況にございます

ので、あそこをすぐに進める予定は現在のところ

はございません。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 今のところは難しいとい

うことで、わかりました。 

  なかなか走ってみるとおもしろい道路だなと思

います。もし財政がといっても、これほど100年

に一度の不況が来ちゃったんだから難しいと思う

んですけれども、その辺もある程度予算の中に入

れてもらえればなということで、２番については

終わらせていただきます。 

  ③でございますけれども、先ほどの市長の答弁

では、安全性については大丈夫かなという形もい

ただいたんですけれども、幅については３メート

ルのものが要るんですけれども、直線で行くわけ

じゃなくて、とにかく何で旧黒磯地区はああいう

のができるのかなと不思議なくらい、距離にする

と倍以上の距離を歩行者とか自転車が歩くような

感じになるのかなと思うんです。 

  歩いてみると、部長も本当は歩いてもらいたい

んですけれども、舗装がぼろぼろ欠けているんで

すよね。その状態で安全と言えるかどうかという

ことと、あとは金属製、鉄骨製というのかな、そ

の辺のさびも非常にひどく、穴のあいているとこ

ろもあります。その辺を踏まえて、早急にこの辺

は安全対策に力を入れてもらいたいと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 旧川西２号線の跨線橋

につきましては、延長が191.6メートル、幅員が

３メートルでございます。 

  あそこの場合は、コの字型になっておりまして、

なぜコの字型かと申しますと、スロープ、自転車

を押して上がれるというふうな形になってござい

ますので、スロープ形になっているので、ああい

った長いものになってございます。 

  また、舗装面のことでございますけれども、あ

の舗装面につきましては、確かに少し老朽化して

いる点もございますけれども、当時はスリップ防

止ということで、ああいう舗装の合材を使用して

現実にやっていたという状況でございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 一度部長と歩いてみたい

なと思うぐらい、もうぼろぼろの状態ですよ。ス

リップ防止じゃなくて、それがはげ上がってくる

から余計転げるんですよ。その現状に今なってい

ます。 

  それも現状を調査して、なるべく早いうちにと

いうのは、なぜそんなことを言うかというと、踏

切下と言うと枕木なんてよく怒られますけれども、

旧黒磯というのはそれで分かれたものですから、

そうすると、ほとんど病院患者とか何かについて

そちらのほうに行かなくちゃならないというお年

寄りの方が、かなり私のほうに見えています。そ

うすると、自転車で押しても歩いても危なくてし

ようがないということで、私も何度かその言われ

た方と歩いてみました。かなり厳しい状態にあり

ます。健康な方はさほど感じないかもしれないけ
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れども、かなりお年を召した方、あとは子どもさ

んにはちょっと危険箇所があるのかなと思うので、

その辺も含めまして、ぜひぜひ部長、何とか予算

を削ってでもやってもらいたいと思うんですけれ

ども、どうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 私ども、私を含めまし

て担当課長等とで現地調査をしてまいりました。

ということで、先ほどのような答弁を申し上げた

ところでございます。 

  それから、先ほどちょっと言ってなかった点が

１つございまして、塗装の件でございますけれど

も、これにつきましては、私ども、今後の振興計

画の中で早いうちに位置づけをいたしまして、予

算を計上していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（植木弘行君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

  23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ３番についてはいろいろ

と時間かけたいんですけれども、ないものですか

ら、とにかく部長にお願いしたいんですけれども、

かなりお年寄りが歩くという道路なんですよ。な

ぜかというと、子どもさんに車の免許を取り上げ

られたとか、もう年齢だからという形の方が動く

のがかなり多いように見受けられます。ぜひその

辺も検討の上、よろしくお願いいたしまして、３

番を終わらせていただきます。 

  では、４番に入らせていただきます。 

  先ほど市長から答弁がありまして、県のほうに

も要望を出しているということでありますけれど

も、朝夕あそこに立ってみますと、これは青木の

方からの10人ぐらいの要望がありまして、あんた

ら議員さんはあそこに行ったことあるのかとしか

られまして、このときは稲村歩道橋あたりまで流

れます。 

  どうしてもあそこは６差路でも変形６差路とい

うんですか。ちょっと変なふうな曲がり方で直角

に曲がるわけじゃないんですよね。さしづめ勤め

るところが下のほうに多いのかなという形と、買

い物客という形もあるのかなと思いまして、その

辺をよく考えていただきまして、ぜひ右折レーン

を早急につくっていただきたいと思うんですけれ

ども、県のほうの要望に対して、どのような回答

が来られたのか、また回答が来られないのか。そ

れによって私も議員生活が今回、来期もつかもた

ないかわからないんで、県にも働きかけに行って

みたいと思うので、その答弁をお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 昨年の９月に、道路リ

フォーム改善点検要綱というのがございまして、

県のほうに、その中での要望でございます。事業

費の規模がおおむね2,000万円程度の事業であれ

ば、そういったものについて出してくださいとい

うことで、市のほうとしてはなるべく早急にやっ

てほしい事項の１つとしてこれを出したものでご

ざいます。 

  県のほうとしては、今のところ県内から相当出

たようでございまして、そういった点から順番等、

そういったこともございますので、すぐにという

ことは返事はいただいておりません。が、我々と

いたしましては、再度そういったことについては

要望していきたいというふうに考えております。 
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○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ぜひ強い要望をお願いい

たしまして、私も行ってこようかなと思っていま

す、エンジンをかけて吹っ飛ばして。そんなわけ

で４番は終わらせていただきます。 

  ⑤に入らせていただきます。 

  先ほど答弁はいただきましたけれども、例えば

開通に向けて、あそこに交差点なる道路が２つぐ

らい大きいところがあるのかなと思うんですよね。

危険性も伴いますので、安全対策についてはどの

ように考えて開通に向けているのか、お伺いいた

したいと思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） ３・３・２の開通に至

るまでには、信号機の設置というのが一番重要に

なってきております、今は。そういったことで、

なかなかちょっと県のほうでも土木事務所という

よりは、県警の方の絡みになりますので、そうい

ったところで信号の設置が完了すれば、すぐにで

も供用を開始したいというのが県のほうの意向で

ございまして、市内の信号の設置の要望がたくさ

んございますので、なかなか設置できないという

のが現状でございまして、何とか７月ごろであれ

ば、夏ごろになれば信号の設置もできるだろうと

いうことで、開通の見通しは夏ごろということに

なってございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ぜひ安全対策も考えなが

ら、７月に向けてやっていただきたいと思います。

重要な道路だと思います。そんな中で、幾つか質

問させていただきましたけれども、なかなか最終

的には予算の問題もあるのかなと思いますけれど

も、全体を見たときに、一番危険度の高いところ

とか、また子どもたちの安全・安心ということを

考えながら、ぜひそういうものに対して働きかけ

をしていただきたいと思います。 

  それと、私も議員生活というものが十何年かや

ってまいりましたけれども、その中で振り返って

みると、ついきついことも言いました。でもやっ

てもらったこともあるという形で、地域からもこ

こもやってもらったんだよ、あそこもやってもら

ったんだよという声を聞きますと、行政の方も一

生懸命努力してくれたのかなと思うような気がし

ます。 

  なぜきょうは強く言ったかというと、選挙が４

月に間近になっております。果たしてバッジをつ

けて戻れるか戻れないかわからないものですから、

ぜひ約束だけでもしていてもらえれば、一般市民

になってからも、あのときの質問でこういう答弁

を得たんだけれどもどうなんだって来られるよう

な姿勢で終わりたいと思います。 

  どうもきょうはありがとうございました。これ

で終わります。 

○議長（植木弘行君） 以上で、23番、若松東征君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（植木弘行君） 次に、８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 公明クラブ、東泉富士夫

でございます。 

  市政一般質問を行います。 

  1、烏ケ森公園のわんぱく広場について。 

  烏ケ森公園のわんぱく広場は、竣工が昭和54年

と、長い間地域の多くの子どもたちに親しまれて

きました。しかし、現在あみだ登り、ネット谷渡

り等々、ほとんどの遊具が使用禁止になっており

ます。 

  ①遊具の状況をどのように認識されているか。 
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  ②今後の遊具整備をどのように考えているかお

伺いします。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 初めに、①の遊具の状

況をどのように認識されているかという質問でご

ざいますが、烏ヶ森公園も含め、市内の都市公園

については、１年に一度の遊具の点検を専門業者

に委託して管理点検を行うほか、日常点検を指定

管理者に委託しております。 

  ご指摘の烏ヶ森公園の遊具につきましては、こ

うした点検の結果、安全対策を勘案して使用禁止

とさせていただいております。これらの遊具は市

民の安全に配慮し、基本的に撤去する方向で考え

ておりますが、実情に配慮しながら修繕等を加え

て管理しているものもございます。 

  次に、②の今後の遊具の整備についてのご質問

でございますが、わんぱく広場は周囲の樹木が大

きく成長し繁茂していることから、子どもたちの

遊び場として良好な環境とは言いがたい状況にな

っております。このため、今後の遊具の整備につ

いては、樹木の剪定、間伐や木製遊具の耐久性や

安全性などを含め、検討していきたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 今後、撤去をしていきた

いと、また良好な、今そういう状況にはないと、

そのようなご答弁であったかと思いますが、当初

のこの烏ヶ森公園のわんぱく広場、子どもたちの

遊び場として当初、趣旨といいますか、目的であ

ったと思います。 

  そういったあれでは、今後、私、烏ヶ森公園、

これは特に西那須方面の地域住民にとっては子ど

もさん、また親御さんにとっても大事な子どもさ

んの遊び場であると、このようにも思っていると

ころでございます。そういったあれで、その趣旨、

目的から言いますと、簡単に撤去というが、将来

ちょっとどうなるのかなと、そんな心配もあるん

ですけれども、今後の存続というか、当初の目的、

その辺についてはどのようなお考えをお持ちか、

お伺いいたします。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） わんぱく広場につきま

しては、昭和54年当時の整備の時点では、遊具施

設といたしまして、約10基ほどございました。そ

ういった中で、現状におきましては、２基ほどし

か使用できない状況にございます。 

  そういった中にありまして、現在４基ほどが使

用不可という状況で、ロープ等張りまして、お子

さん方に触れられないようにしている状況にござ

いまして、そういったものの撤去をした後につき

ましては、先ほど申しましたように、安全性等含

めまして、それから木製の遊具の耐久性、そうい

ったものを含めて検討するということにしたいと

いうふうに考えております。 

  わんぱく広場ということでございますので、当

初におきましては、そういった子どもたちの安全

な木製遊具ということで始まった施設だというふ

うに思っておりますので、今後につきましても、

そういった趣旨を踏まえましてそういったことを

検討していきたいというふうには考えております。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 撤去した場合、趣旨等も

考えて、当初の趣旨に沿って今後考えていきたい

ということでございますが、何か今の現時点でそ

れにかわるものは考えがあるかどうかお伺いをし

たいと思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 
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○建設部長（向井 明君） 先ほどもちょっと申し

上げましたが、当面はあそこのわんぱく広場をす

ぐにどうのこうのということは考えておりません

が、とりあえず間伐、剪定等をいたしまして、そ

れから隣の芝生広場がございますが、その芝生広

場は、今現在は子どもたちがよくそり遊びといい

ますか、芝生の上でダンボール等敷いて遊んでお

りますので、そういったことも考えまして、あそ

こ一体としてのそういった遊び場、子どもたちが

自由に遊べるような場所、スペースを確保したい

というふうには思っております。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ぜひとも那須塩原市とい

いますか、特に西那須野方面におきましては、烏

ヶ森公園の一帯の唯一のそのような子どもたちの

遊び場であると、そのように思っておりますので、

ぜひ当初の趣旨といいますか、目的を理解してい

ただいて、少子化のこういう時代ですから、それ

で地域の皆さんも子どもさんも、また親御さんも

そのように希望しているのかなと、このように思

いますので、ぜひとも一日も早く、またわんぱく

広場、今までのような今お話がございましたが、

今の芝生の場所と一体化されたすばらしいわんぱ

く広場になるよう希望していきたい、ぜひそのよ

うに要望しておきたいと、このように思います。 

  それでは、次に移りたいと思います。 

  ２、青葉通り歩道整備について。 

  青葉通り紅葉橋からニュー塩原方向に歩道約

200メートル区間に凹凸が多く見られ、過去に転

倒事故も起きている。今後、歩行者の安全が懸念

されます。 

  ①歩道の現状をどのように認識されているか。 

  ②今後、歩道整備についてどのように考えてい

るかお伺いいたします。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ８番、東泉富士夫議員の質

問にお答えをいたします。 

  青葉通りの歩道整備についてでございますけれ

ども、２点質問がありますが、関連がありますの

で、あわせてお答えをいたします。 

  青葉通りにつきましては、経年劣化や整備後の

車両乗り入れなどにより、歩道に段差が生じてい

る現状でございます。 

  このようなことから、今年度は地区の方々から

の要請がありました転落防護さくの修繕や交差点

部の段差解消を一部実施したところであります。

引き続き地区の皆さんの意見を聞きながら、道路

修繕の中で歩行者の安全対策を進めてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ただいま今後安全対策を

進めていきたいと、歩道については今ご答弁をい

ただいたところでございますが、青葉通り、ここ

は非常に塩原温泉地区にとりましても、地元地域

住民の皆さんの大事な歩道と同時に、観光地塩原

温泉の唯一の歩道でもあると、このようにも考え

ます。そういった面では、ぜひとも紅葉橋からニ

ュー塩原に向かって200メートル、この区間は私

も自分の足で歩いてみまして、かなりちょっと凹

凸が多いというか、特に年配者にとってはちょっ

と危険と言ったら言い過ぎかもわからないんです

けれども、本当にちょっと大変だなという思いを

感じております。 

  そういったあれは、今後ぜひとも観光地の大事

な歩道でもございますので、一日も早く、特にそ

の区間におきましては、一日も早い歩道の整備を

お願いをしたいと、このように思うわけですけれ

ども、もう一度ご答弁のほう、よろしくお願いを
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したいと思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） この現場等につきまし

ては、私ども十分に認識しておりまして、今後と

も修繕の必要な部分につきましては、早急な対応

をしたいというふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 大変ありがとうございま

す。安心・安全という部分からも、また塩原地区

温泉の観光地でもございますので、観光客にもし

ものことがあっても大変心配されますので、どう

か一日も早く、特にその区間につきましては、安

心できる歩道にしていただきたいと心から要望い

たしまして、私の一般質問を終わります。 

  ありがとうございます。 

○議長（植木弘行君） 以上で、８番、東泉富士夫

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時５９分 
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